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議会運営委員会会議録 

 

令和４年３月８日 火曜日 

  午後５時０３分開議 

  午後５時２６分閉議（実時間２３分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．付議案件について 

１．その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  橋 本 幸 一 君 

副委員長  増 田 一 喜 君 

委  員  上 村 哲 三 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  金 子 昌 平 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  谷 川   登 君 

委  員  谷 口   徹 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

議  長  成 松 由紀夫 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 総務企画部次長    濱 田 浩 介 君 

 財務部長       尾 﨑 行 雄 君 

 議会事務局長     岩 﨑 和 也 君 

  議会事務局次長   増 田 智 郁 君 

                              

○記録担当書記     島 田 義 信 君 

            馬 淵 宗 徳 君 

 

（午後５時０３分 開会） 

○委員長（橋本幸一君） ただいまから議会運

営委員会を開会いたします。 

                              

◎付議案件について 

○委員長（橋本幸一君） それでは、まず、

１、付議案件についてを議題とし、（１）委員

会付託の（イ）議案４２件について説明を求め

ます。 

○議会事務局長（岩﨑和也君） 皆さん、こん

にちは。議会事務局の岩﨑です。本会議終了

後、お疲れさまでございます。 

 恐れ入りますが、着座にて説明させていただ

きます。 

 それでは、１、付議案件の（１）委員会付

託、（イ）の議案４２件について御説明申し上

げます。タブレット端末の委員会付託表議案を

御覧ください。 

 今回委員会への付託予定案件は、予算議案２

０件、事件議案５件、条例議案１７件の計４２

件でございます。 

 まず、令和２年７月豪雨に関する特別委員会

では、議案第１号、８号の予算議案２件、議案

第２５号の事件議案１件、議案第４１号の条例

議案１件の計４件でございます。 

 次に、議会運営委員会では、議案第２７号の

条例議案１件でございます。 

 次に、建設環境委員会では、議案第１号、４

号、７号、８号、１２号、１３号、２０号の予

算議案７件、議案第２３号、２４号の事件議案

２件、議案第３８号の条例議案１件の計１０件

でございます。 

 次に、経済企業委員会では、議案第１号、６

号、８号、１６号、１７号、１８号、１９号の

予算議案７件、議案４２号の条例議案１件の計

８件でございます。 

 次に、文教福祉委員会では、議案第１号、２

号、３号、８号、９号、１０号、１１号、１５

号の予算議案８件、議案第２１号の事件議案１
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件、議案第３９号、４０号の条例議案２件の計

１１件でございます。 

 最後に、総務委員会では、議案第１号、５

号、８号、１４号の予算議案４件、議案第２１

号、２２号の事件議案２件、議案第２６号、２

８号から３７号までの条例議案１１件の合わせ

て１７件でございます。 

 なお、議案第１号・令和３年度八代市一般会

計補正予算・第１２号及び議案第８号・令和４

年度八代市一般会計予算については、次ページ

以降にそれぞれの歳入の文言事項及び歳出の款

項目別の付託表を添付いたしておりますので、

御覧いただきたいと思います。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（橋本幸一君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） それでは、タブレッ

ト端末の付託表のとおり、その審査を各常任委

員会に付託することといたしたいが、これに御

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、（ロ）請願・陳情１件について説明を

求めます。 

○議会事務局長（岩﨑和也君） それでは、

（ロ）請願・陳情について御説明申し上げま

す。 

 お手元の請願・陳情付託先審査用（議会運営

委員会用資料）という横書きの資料を御覧くだ

さい。 

 定例会開会翌日の３月１日の午後５時までに

受理いたしました陳情は１件でございます。 

 陳情第３号・地方たばこ税を活用した分煙環

境整備について、八代たばこ販売協同組合理事

長ほか７団体から提出されております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（橋本幸一君） ただいま請願・陳情

について説明が終わりましたが、何か質疑ござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） ないようです。 

 なお、今回委員会へ参考送付分といたしまし

て、協議事項をレジュメに記載し、お手元には

写しを配付しておりますとおり、２件を受理し

ております。 

 そこで、新庁舎建設における八代産材木材利

用に対する市議会議員の発言については、本日

開催されました各派代表者会において議長預か

りとするとの協議がなされております。 

 また、消費税インボイス制度の実施中止を求

める意見書提出を求める陳情については、担当

委員会に参考まで送付させていただきます。 

 ここで議長より発言の申し出がございます。 

○議長（成松由紀夫君） ただいま橋本委員長

からもございましたが、森林組合からの文書に

つきましては、先ほど各派代表者会で協議をい

たしました。実際、当該組合から文書を持参さ

れた際、私のほうで直接対応させていただきま

したが、市議会議員の発言について非常に残念

がられておられました。 

 本件につきましては議長預かりということに

なりました。議員の言動について、今後、るる

調整をできるものは調整をしてまいりたいと、

このように考えております。 

 私からは以上です。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、委員会へ

の参考送付分といたしましては、そのような取

扱いとすることに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、委員会への付託はどのようにいた

しましょうか。 

○委員（大倉裕一君） 委員長腹案でお願いし
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ます。 

 それでは、お手元の別紙に基づき決定したい

と思います。 

 まず、陳情第３号については担当課が財務部

財政課でございますので、総務委員会になろう

かと思いますが、この取扱いでよろしいでしょ

うか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） それでは、ただいま

御協議いただきましたとおり、本陳情について

は総務委員会に付託することに御異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、（２）市長追加提出予定議案３件につ

いて説明を求めます。 

○総務企画部次長（濱田浩介君） 皆さん、こ

んにちは。総務企画部の濱田でございます。よ

ろしくお願いします。一般質問終了後の大変お

疲れのところと思いますが、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○総務企画部次長（濱田浩介君） タブレット

の令和４年３月定例会提出予定議案（一般質問

最終日提出予定）を御覧ください。 

 あした追加提出を予定しております事件議案

１件と予算議案２件について説明いたします。 

 まず、事件議案１件につきまして御説明いた

します。 

 議案第４３号の訴えの提起については、平成

２６年度に発生しました市内中学校でのいじめ

事案につきまして、本年３月２日に熊本地方裁

判所から、いじめ発覚後の学校側の対応は相応

なものであったとしながらも、原告の訴えの一

部を認め、学校側が適切な措置を怠ったとする

判決が出されました。 

 今回の訴えの提起は、この判決の一部を不服

として本市が福岡高等裁判所に控訴しようとい

うものでございます。 

 なお、明日提出いたします議案では相手方を

個人としておりますが、公にしたくないという

相手方の意向に配慮したものでございます。 

 また、本件と本件に伴います予算議案であり

ます次の議案第４４号につきましては、控訴期

限が３月１７日までとなっていますことから、

先議による審議をお願いしたいと考えておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 引き続き、予算議案２件につきまして尾﨑財

務部長が御説明いたします。 

○財務部長（尾﨑行雄君） 皆様、こんにち

は。財務部の尾﨑です。 

 それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

 明日の一般質問終了後の追加提出議案といた

しまして、ただいま説明にありましたように、

予算議案２件を予定しております。 

 まず、議案第４４号の令和３年度一般会計補

正予算・第１３号の補正額は５５万円でござい

ます。 

 これは、濱田総務企画部次長より説明があり

ました事件議案の訴えの提起についてに係る学

校教育訴訟関係事業に要する経費５５万円を計

上しております。 

 なお、先議案件ですので、先議後には、議長

議事整理権の中で、予算番号及び補正前後の額

を入れ替えていただく予定でございますので、

見え消しの予算書を配付予定でございます。 

 次に、議案第４５号の令和４年度一般会計補

正予算・第１号の補正額は８９３０万円でござ

います。こちらは、新型コロナウイルス感染症

対策関連事業として、５歳から１１歳までのワ

クチン接種経費８９３０万円を計上しておりま

す。 
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 以上が、明日、一般質問最終日に追加提出を

予定しております事件議案１件と予算議案２件

でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（橋本幸一君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） それでは、市長追加

提出予定議案のうち、議案第４３号及び議案第

４４号の２件については先議することに御異議

ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、市長追加提出予定議案３件につい

ての委員会付託について協議いたします。 

 付託はいかがいたしましょうか。 

○委員（大倉裕一君） 委員会付託でお願いし

たいと思います。 

○委員長（橋本幸一君） お諮りいたします。 

 市長追加提出予定議案３件については、各常

任委員会に付託することに御異議ございません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 タブレット端末の付託表を御覧ください。 

 それでは、委員会の付託先について説明を求

めます。 

○議会事務局長（岩﨑和也君） それでは、市

長提出予定議案３件について、委員会の付託先

について説明申し上げます。 

 タブレット端末を御覧ください。 

 まず、ただいま配付いたしました委員会付託

表、先議議案を御覧いただきたいと思います。

なお、説明は先ほど同様に議案番号のみで御説

明いたします。 

 まず、文教福祉委員会では、議案第４３号の

事件議案１件、議案第４４号の予算議案１件の

計２件でございます。 

 次に、総務委員会では、議案第４４号の予算

議案１件でございます。 

 次に、ページをおめくりいただきまして、委

員会付託表追加議案を御覧ください。 

 まず、文教福祉委員会では、議案第４５号の

予算議案１件でございます。次に、総務委員会

では、議案第４５号の予算議案１件でございま

す。 

 なお、３月９日同日の流れといたしまして

は、質疑、一般質問が終了しました後、市長よ

り提案理由説明後、休憩を取りまして、その

間、委員会を開催することになります。委員会

が終了後、本会議を再開いたしまして、委員長

報告、質疑・討論、そして採決という流れにな

ろうかと思います。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（橋本幸一君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） それでは、その審査

を各常任委員会に付託することといたしたい

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 ここで執行部は御退出ください。 

（執行部 退席） 

○委員長（橋本幸一君） 次に、（３）その他

についての（イ）八代市議会委員会条例の一部

を改正する条例案について説明を求めます。 

○議会事務局長（岩﨑和也君） それでは、

（３）その他の（イ）八代市議会委員会条例の

一部を改正する条例案について御説明いたしま

す。 

 タブレット端末の資料を御覧ください。 

 まず、改正点につきましては、本年４月１日
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からの本市の組織機構が変更となりますことか

ら、八代市議会委員会条例におきましても、そ

の該当部分を改正しようとするものでありま

す。 

 具体的には別紙議案記載のとおり、八代市議

会委員会条例の第２条第２項第２号の建設環境

委員会に関します所管のうち、ア中「環境セン

ター管理課」を「環境施設課」に改め、同号イ

中「及び災害復旧課」を「災害復旧課及び復興

整備課」に改めるものでございます。 

 以上が本条例改正の内容でございますが、こ

の改正案につきましては、本定例会の最終日に

議員発議をお願いいたしたいと考えておりま

す。何とぞよろしくお願いします。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（橋本幸一君） ただいま説明がござ

いましたが、何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） ないようでございま

すので、それではお諮りいたします。 

 ただいま説明のとおり、八代市議会委員会条

例の一部を改正する条例案については、本定例

会最終日に本委員会のメンバーで議員発議した

いと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、本発議案については趣旨弁明はど

なたにいたしますか。（｢委員長」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは、私、委員長とのことで、そのよう

に決しました。 

 なお、案文につきましては事務局と整文等の

調整をすることとし、後日、発議の手続をとら

せていただきますので、御了承願いたいと思い

ます。 

                              

◎その他 

○委員長（橋本幸一君） 次に、２その他、

（１）タブレット端末へのアプリ導入申請につ

いて御協議いただきたいと思います。 

 本件につきましては、さきの各派代表者会及

び議会運営委員会において、現在配付されてお

りますタブレット端末へアプリをインストール

する際は、これらの会議で協議、許可されたも

のについてインストールすることができるとさ

れておりました。そこで、本申請内容について

事務局より説明願います。 

○議会事務局長（岩﨑和也君） 今回、会派日

本共産党の橋本徳一郎議員より、アプリインス

トールの追加申し出書が御覧のとおり提出され

ました。 

 内容といたしましては、会派室内に設置され

ておりますプリンターに配付しておりますタブ

レットから印刷できるようにするためのアプリ

のインストールでございます。参考までに、無

料のアプリでございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（橋本幸一君） ただいま事務局より

説明がございましたが、本件につきましては、

本日開催されました各派代表者会において、今

回の申請につきましては各派代表者会としては

認めるとの協議がなされております。このこと

を踏まえ、何か御意見等はございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） ないようでございま

す。 

 それでは、ただいまの御意見のとおり、今回

の申請につきまして、議会運営委員会といたし

ましては認めるとすることに御異議ありません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 ほかに何かございませんか。 

 議長より発言の申し出がございます。 
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○議長（成松由紀夫君） 先ほど各派代表者会

を開催いたしまして、その他の中で２点ほど協

議がなされましたので、その内容を報告させて

いただきます。 

 まず１点目は、今般のロシアによるウクライ

ナへの侵略に対する決議案について各会派代表

により合意がなされまして、明日提出されま

す。 

 ２点目は、１点目に関連し何らかの関連施策

をとれないかとの合意がとれました。２点目に

つきましては、これから直ちに調整を行ってま

いります。 

 １点目につきましては事務局より説明をいた

させたいと思いますが、委員長、よろしいでし

ょうか。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○議長（成松由紀夫君） では、事務方に説明

いたします。 

○議会事務局次長（増田智郁君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）議会事務

局の増田でございます。 

 ただいま議長のほうから御発言いただきまし

た内容につきましての１点目につきまして、私

のほうから御説明のほうをさせていただきたい

と思います。 

 説明につきましては着座にて説明させていた

だきたいと思います。 

 ただいまの議長の発言と重複するかと思いま

すが、お許し願いたいと思います。 

 先ほど議長より、各派代表者会におきまし

て、今般のロシアによるウクライナへの侵略に

対する決議文を各派代表の議員さん方で提出さ

れるということで、御決定されたところでござ

います。内容につきましては、明日、各議員さ

ん方にタブレットを通じて配付させていただく

ような形になろうかと思います。 

 それと、趣旨弁明につきましては、村川副議

長のほうがなさるということでございます。 

 それで、議事の流れでございますが、先ほど

追加提案を執行部のほうから説明がございまし

て、追加提案につきまして、一旦休憩を取って

委員会付託して審査という御決定をいただきま

した。そちらの追加提案が、本会に戻して委員

長報告に対する質疑、討論、採決まで終わりま

した後に、議員発議案として趣旨弁明が述べら

れます。 

 趣旨弁明に対する質疑が終わった後に、議員

さん方からの発議に対しては委員会付託を省略

するというようなところでの先例がございます

ものですから、委員会付託を省略いたしまして

討論・採決というような流れになろうかと思い

ます。 

 ですので、先ほど追加議案までの議事日程の

説明を事務局のほうでさせていただきました

が、先ほど議長から御説明ありました発議案に

関する流れにつきまして、追加で御報告のほう

をさせていただきたいと思います。 

 説明は以上です。 

○委員長（橋本幸一君） ただいま説明がござ

いましたが、何か質疑等ございませんか。 

○議長（成松由紀夫君） ロシアとウクライナ

の決議案でございますが、先日、熊本県議会、

そして合志市議会でも全会一致で可決している

決議案でございます。 

 以上です。ああ、熊本市もです。すいませ

ん。 

○委員長（橋本幸一君） ただいまの説明に何

か質問ございませんか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、質問じゃあり

ませんけども、代表者会で成松議長のほうから

詳細にわたる説明がありました。各代表者の方

々からですね、私たち、自民党も全員の代表の

方々、大倉議員も一緒ですけども、ウクライナ

に対する侵略というのを絶対許さないという、

八代市議会でその決議をしていただくという議

長の配慮に感謝しながらですね、議運の委員長
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がそのような方向性の中でですね、きちっとし

た議事の運営の中で（聴取不能）いただいたと

いうことは心から感謝を申し上げたいと思いま

すし、また、この場でですね、明日の採決して

というのをですね、質疑、討論、採決していた

だき決議をするということは、八代市議会でス

ピード感を持ったですね、決議をしていただく

ということだと思いますから、代表者会ではそ

のようないろんな審議をしたということをです

ね、御報告じゃありませんけども、したという

ことでありますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、先ほどの

説明に御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、以上で本日の議会運営委員会を閉

会いたします。 

（午後５時２６分 閉会） 
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